
ハラスメント対応の流れ

①通知（国立大学法人新潟大学におけるハラスメントの防止等に関する規程第９条第１項第１号）

①ハラスメント相談

相談者

③相談内容をハラスメント委員会委員長へ報告

（委員会の所掌事項）
・ ハラスメントの防止等に係る企画及び立案に関すること
・ 申出事案におけるハラスメントの有無の認定及び必要
な措置等に関すること（※「調査」対応時）
・ ハラスメントの防止等に係る研修に関すること
・ その他，ハラスメントの防止等に関すること

④相談者からの申出事案の態様等報告

学長

相談員

ﾊﾗｽﾒﾝﾄ委員会委員長

ハラスメント委員会

相手方

②相談対応（相談事項の聴取，
ハラスメント委員会対応（及び
対応方法）の確認）

⑤‘ 対応者を
複数人指名

⑩対応結果を報告

⑥相談者から申出内容を確認

⑦ハラスメント相談が
あったことを文書によ
り通知

⑨対応結果を報告

【ハラスメント委員会】

対応者

⑧相手方に通知を行ったことを連絡

※相談者は，選択した対応方法が不調に終わった場合は，別の対応方法への変更を申し出ること
ができる。
※相談者は，ハラスメント委員会が申出事案の対応を継続している間は，いつでも書面をもって
申出事案の取り下げをすることができる。

相談者の意向に基づき匿名又は顕名とし，相手方に対してハラスメント相談があったことを通知する方法

⑤ハラスメント委員会の招集
（申出事案対応）

（必要があると認められる場合）
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